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大津市地域福祉推進本部設置規則を廃止する規則を公布する。  

 平成28年12月１日 

大津市長  越    直  美 

大津市規則第99号 

   大津市地域福祉推進本部設置規則を廃止する規則 

 大津市地域福祉推進本部設置規則（平成23年規則第３号）は、廃止する。 

   附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

大津市民病院の管理運営に関する規則の一部を改正する規則を公布する。  

 平成28年12月１日 

大津市長  越    直  美 

大津市規則第100号 

   大津市民病院の管理運営に関する規則の一部を改正する規則 

 大津市民病院の管理運営に関する規則（昭和42年規則第29号）の一部を次のように改正する。 

別表第５第２項の表肺検査料の項の次に次のように加える。 

大腸ＣＴ検査料 １回につき 32,400円（１泊２日人間ドック又は日帰り人間ド

ックと同時に受診した場合は、29,160円） 

別表第５第２項の表健診センターにおいて行うＣＴ検査料の項中「ＣＴ検査料」の次に「（大腸ＣＴ検査料を

除く。）」を加える。 

   附 則 

この規則は、平成29年１月１日から施行する。 
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